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旧優生保護法相談窓口の
設置について
　昭和23年9月11日～平成8年9月25
日に、優生手術を受けた本人または特
定配偶者、死亡している場合はその遺
族、優生上の理由で人工妊娠中絶を受
けた人に、補償金および一時金が支給
されます。詳しくは、旧優生保護法相
談窓口（県健康政策・感染症対策課）〈☎
506-2760〉へ。

国民年金保険料は
スマートフォンアプリでも
納付できます
　電子（キャッシュレス）決済に対応す
るアプリをダウンロードし、納付書の
バーコードを読み取ることで、その場
で納付することができます。
▪問大分年金事務所（☎552-1211　自
動音声案内2→2）

ハロートレーニング
（公共職業訓練）
8月生受講生募集
▪内募集コース
　⃝3DCAD活用科
　⃝建築CAD・リフォーム技術科
　⃝ビル管理技術科
　いずれも受講期間は8月4日㈫～9年
1月29日㈮まで
▪他・▪場・▪問申込方法など詳しくは、ポリ
テクセンター大分（皆春　☎529-
8615）へ。

国民年金保険料は
便利で確実な口座振替を
ご利用ください
　まとめて前納すると、割引が適用さ
れます。手続きは、金融機関、郵便局、
大分年金事務所で受け付けています。
▪持年金手帳または基礎年金番号通知
書、通帳、金融機関届出印
▪問大分年金事務所（☎552-1211　自
動音声案内2→2）

年金相談（予約制）
▪時⃝平日�午前9時～午後4時　※週初
めの開所日は午後6時まで　⃝第2
土曜日　午前10時～午後3時
▪申・▪場・▪問電話またはオンラインで、相
談希望日の1カ月前から前日までに、
大分年金事務所（☎552-1211　自
動音声案内1→2）へ。

無料

うめっこクラブ（乳幼児相談会）
　視覚障がいのある乳幼児の保護者を
対象に相談会を開催します。
▪時6月19日㈮　午後2時～3時
▪場県立盲学校（オンライン参加も可）
▪問県立盲学校（金池町三丁目　☎532-
2638）

裂き織り教室
▪時7月10日・24日、8月28日、9月11日・
25日（金曜日）　午前10時～正午、午
後1時～3時
▪場ライフパル（府内町三丁目）
▪定各5人（先着順）
▪料300円
▪申・▪問電話で、裂織の会�牛島（☎090-
3071-6471）へ。

きこえとことばの
教育相談会
▪時7月31日㈮　午前9時30分～午後3
時30分
▪申・▪場・▪問電話またはファクスで、7月17
日㈮までに県立聾学校（金池町三丁目　
☎538-6664　 538-6665）へ。

人権擁護委員制度を
ご存じですか
　市には法務大臣から委嘱された人権
擁護委員がいます。困り事、悩み事を
気軽にご相談ください。
⃝大分中央地区…石井久子、市ヶ谷洋
子、中山陽介、和田京子、岡野忠雄、佐藤
絵里子、重石多鶴子、亀井正照、鶴丸禮
子　⃝明野地区…溝口晴美　⃝稙田地
区…杉村幸三、進美保子、岩尾亮、吉瀬
美香　⃝鶴崎地区…寶珠典隆、太田博
子、軸丸良子、石丸喜久子　⃝大在地区
…姫野眞知子　⃝坂ノ市地区…須藤里
美　⃝大南地区…伊東祥子、後藤智博　
⃝佐賀関地区…村上哲彦　⃝野津原地
区…工藤美智子
▪他・▪問相談は無料で、秘密は厳守します。
連絡先などは、大分地方法務局（☎
532-3368）へお問い合わせください。

無料

善意の寄付にお礼申し上げます。

◎市へ

▪株式会社ユーデーコンサルタンツ

▪道の駅さがのせき

▪株式会社フォーラムエイト

▪イオン九州株式会社

▪�ふるさと大分市応援寄附金（ふるさと納

税）へ寄付していただいた人の氏名等は、

市▪HPに掲載しています。

◎社会福祉協議会へ

篤志寄付

▪�三ヶ㞍每汎（荷揚町）／深草洋介（由布市）

香典返し寄付

▪�大分地区　佐藤正浩（東春日町）／佐藤正

憲（津守）／大塚恵子（田中町）／秦数洋

（大道町）／佐野昌宏（高尾台）

▪ 鶴崎地区　内梨薫氏（種具）／岡村勝（三

佐）／佐藤辰夫（横尾）／那賀泰彦（横尾）

▪�大在地区　香川敏明（城原）／阿南憲子

（城原）／塚原美枝子（大在浜）／田邉眞智

子（政所）／姫野認（大在北）

▪�坂ノ市地区　松井征広（丹川）／伊東由紀

子（細）／内田トシ子（里）／姫野哲郎（細）／

河﨑好子（丹川）

▪�大南地区　山﨑秀太郎（中判田）

▪�稙田地区　北﨑和美（寒田北町）／伊東ス

エ子（松が丘）／林國清（田尻北）／秋篠秀

喜（敷戸北町）／麻生とみ子（緑が丘）

▪�佐賀関地区　古山信介（佐賀関）／池田啓

子（志生木）／松野下誠二（志生木）

▪�野津原地区　佐藤ヒロコ（野津原）／赤星

真治（野津原）

� 以上4月15日受付分まで

善意の泉 敬称略

お詫びして訂正いたします
　市報5月号14ページに掲載しま
した「一般競争入札で市有地を売
却します」におきまして7月14日
㈫に入札予定の旧稙田支所の参考
価格が誤っておりました。正しく
は2,900万円です。お詫びして訂
正いたします。
▪問管財課（☎537-5608）

人口の動き� ※（　）は前月比

〈住民基本台帳人口〉
469,544人　（＋250）

226,126人　（＋270）

243,418人　（� －20）

235,876世帯（＋866）
【4月末日現在】

人　口

男

女

世帯数

区　分 課税標準

税率・税額

医療分 支援分 介護分 子ども分

国保加入者
の医療費な
どの費用と
して課税

後期高齢者医
療制度への支
援金などの費
用として課税

介護保険制度への納付金として課税 子育て世帯に
対する給付の
拡充などの費
用として課税

① 所得割額

前年中の総所得金額
などから基礎控除（43万円）
を差し引いた額

8年度 8.68% 2.68% 2.48% 0.31%

7年度 8.65% 2.49% 2.50% ―

② 均等割額

世帯の被保険者数
1人当たり

8年度 30,600円 9,700円 10,100円 1,000円

7年度 26,500円 7,700円 8,700円 ―

③ 18歳以上
均等割額

18歳以上
（平成20年4月1日以前生まれ）の
被保険者1人

― ― ― 100円

④平等割額 1世帯当たり
8年度 25,400円 7,500円 6,000円 700円

7年度 25,700円 6,900円 5,900円 ―

賦課限度額（最高限度額）
8年度 670,000円

260,000円 170,000円
30,000円

7年度 660,000円 ―

※40歳以上65歳未満
（介護保険第2号被保険者）の人に課税

※所得のある人個々に計算

※�介護分は第2号被保険者数
1人当たり

国民健康保険（国保）は、加入者の皆さんがお互いに支え合う仕組みです。
納付いただく国保税は、国保事業の最も重要な財源になっています。
今回は、国保税の内容や納付方法などについてお知らせします。

問　国保年金課　口座振替について　☎537-5616

問　国保年金課 国保税の課税・減免など　☎537-5736
国保税の納付・相談など　☎537-5738

8年度から子ども子育て支援金制度が開始します。 
支援金は子育て世帯に対する給付の拡充などの費用
として充てられます。また、財政状況の悪化により国
民健康保険税の税率を改定いたします。市民の皆さま
にはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理
解賜りますよう、お願い申し上げます。
詳しい内容は以下のHPよりご確認ください。

▲子ども子育て
　支援金制度
　について

▲税率改定
　について

※ただし、この場合の世帯主の所得は税額計算には含まれません。
なお、軽減判定の計算（18ページ「所得に応じた軽減制度」参照）には含まれます。

6月中旬に、納税通知書を世帯主宛てに送付します。口座振替
の利用者や年金天引き（特別徴収）の人へも、通知書を送付し
ます。世帯主自身が国保に加入していない場合でも、世帯のど
なたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者※となります。

8年度の国民健康保険（国保）税

※�再振替は行っていません。※口座振替不能通知書兼納付書は送付していませ
んので、振替期日の預貯金残高にご注意ください。

市内に本店・支店がある金融機関・ゆうちょ銀行の預貯金口座から、各
納期限の日に自動的に振り替えて納付できます。

納付は便利で確実な口座振替（自動払込）で!

世帯単位で課税され、加入者の所得によって算出される所得割、
加入者数やその世帯に賦課される均等割・18歳以上均等割・平
等割で構成されています。そのため、税額は世帯により異なり
ます。年税額は、毎年4月から翌年3月までを1年度として、次
の①～④を合計した額となります。

国保税の仕組み
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